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子ども・子育て支援事業計画の策定について 

 

掲載事項 

 

（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子

ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実

施に関する計画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるも

のとする。 

２ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものと

する。 

一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提

供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域

（以下「教育・保育提供区域」という。）ごとの当該教育・保育提供区域における各

年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数（第十九条各号に掲げる小

学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。）、特定地域型保育

事業所（事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子ど

もに係る部分を除く。）に係る必要利用定員総数（同条第三号に掲げる小学校就

学前子どもに係るものに限る。）その他の教育・保育の量の見込み並びに実施し

ようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期 

二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子

ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て

支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地域子ども・子育て支援事業） 

第五十九条 市町村は、内閣府令で定めるところにより、第六十一条第一項に規定す

る市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業とし

て、次に掲げる事業を行うものとする。 

一 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ど

も・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、子ども

及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般

の問題につき、子ども又は子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供

及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜

の提供を総合的に行う事業  （⇒利用者支援に関する事業） 

二 教育・保育給付認定保護者であって、その保育認定子どもが、やむを得ない理由

により利用日及び利用時間帯（当該教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育

施設等又は特例保育を行う事業者と締結した特定保育（特定教育・保育（保育に

限る。）、特定地域型保育又は特例保育をいう。以下この号において同じ。）の提供
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に関する契約において、当該保育認定子どもが当該特定教育・保育施設等又は特

例保育を行う事業者による特定保育を受ける日及び時間帯として定められた日及

び時間帯をいう。）以外の日及び時間において当該特定教育・保育施設等又は特

例保育を行う事業者による保育（保育必要量の範囲内のものを除く。以下この号に

おいて「時間外保育」という。）を受けたものに対し、内閣府令で定めるところによ

り、当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき時間外保育の費用の全部又は一

部の助成を行うことにより、必要な保育を確保する事業 

（⇒時間外保育事業） 

三 教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者のうち、その属する

世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める基準に該当するもの

に対し、当該教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者が支払う

べき次に掲げる費用の全部又は一部を助成する事業 

イ  当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが特定教

育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育（以下こ

のイにおいて「特定教育・保育等」という。）を受けた場合における日用品、文房具

その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保

育等に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用として市町村

が定めるもの 

ロ  当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもが特定

子ども・子育て支援（特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼

稚園が提供するものに限る。）を受けた場合における食事の提供に要する費用と

して内閣府令で定めるもの （⇒実費徴収に係る補足的給付を行う事業） 

四 特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他

多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進す

るための事業 （⇒多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業） 

五 児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業 

六 児童福祉法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業 

七 児童福祉法第六条の三第四項に規定する乳児家庭全戸訪問事業 

八 児童福祉法第六条の三第五項に規定する養育支援訪問事業その他同法第二十

五条の二第一項に規定する要保護児童対策地域協議会その他の者による同法

第二十五条の七第一項に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業 

九 児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業 

十 児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業 

十一 児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業 

十二 児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業 

十三 母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第十三条第一項の規定に基づき

妊婦に対して健康診査を実施する事業 
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三 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・

保育の推進に関する体制の確保の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容 

 

（中略） 

 

４ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、

子どもの保護者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用

に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。 

 

（中略） 

 

７ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするとき

は、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあ

ってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て

支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

 

②児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴い、追加されるもの 

・子育て世帯訪問支援事業 

・児童育成支援拠点事業 

・親子関係形成支援事業 

・地域子育て相談機関   など 

 

③子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴い、追加されるもの 

 ・こども誰でも通園制度 

 ・産後ケア事業 

 

※今後、「こども未来戦略（令和５年１２月２２日閣議決定）における、「こども・子育て

支援加速化プラン」に基づく対応等を踏まえ、今年夏以降に、子ども・子育て支援

事業計画に係る手引きを改訂する旨、通知等が発出される予定であるため、通知

の内容に沿って、再度検討が必要。 

(子ども・子育て支援法に基づく指針) 

 ・認定こども園の普及に係る考え方 

 ・質の高い幼児期の学校教育・保育、地域の子育て支援の役割及びその推進方法 

 ・幼児期の学校教育・保育と小学校教育（義務教育）との円滑な接続（保幼小連携）

の取組の推進 など 

  


